
 

高知市告示第１２８号 

令和７年度一般廃棄物処理実施計画（令和７年告示第59号）の一部を次のように改正する。 

令和７年７月11日 

                                     高知市長 桑 名 龍 吾  

   令和７年度一般廃棄物処理実施計画の一部を改正する実施計画 

第２に次の１項を加える。 

４ 高知市が処分を受託するし尿及び浄化槽汚泥（別表２） 

仁淀川下流衛生事務組合 

令和７年度処理計画量 一般し尿 浄化槽汚泥 

7,622kl 2,115kl 5,507kl 

第５第２項し尿・浄化槽汚泥の表を次のように改める。 

２ し尿・浄化槽汚泥 

 

市全域，嶺北広域行政事務組合構成町村 

（大豊町，本山町，土佐町，大川村）全域及び 

仁淀川下流衛生事務組合構成市町村（土佐市，いの町，日高村）全域 

終末処理 汚泥処理 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

し尿・浄化槽汚泥 

（高知市） 

市（直営） 

低希釈二段活性 

汚泥法処理方式 

＋高度処理 

市（委託） 資源化（堆肥化） 

市（直営） 焼却処理 

し尿・浄化槽汚泥 

（嶺北広域行政事務組

合からの受託分） 

市（委託） 資源化（堆肥化） 

し尿・浄化槽汚泥 

（仁淀川下流衛生事務 

 組合からの受託分） 

 別表１及び別表２を次のように改める。 



 

 

人

2,703

　

3,503

　 堆肥化

　 800

　

　

不適物 　

700

　 　

　 　

　 ビン

ビン 　

カン

金属

紙類 　

布類 　

人

し尿

3,957 2,115

浄化槽

3,109 5,507

15,400

195,587

239

し尿

浄化槽

高知市が処分を受託する
し尿，浄化槽汚泥

仁淀川下流衛生事務組合

78,787

認定事業者

780

し尿処理
汚泥家庭系可燃ごみ計

7,380

焼却飛灰
(セメント原料化・土木資材化）

（有効利用）

（最終処分）

別表１　ごみ処理実施計画量　（単位：ｔ）

計画処理人口 311,224

金属類

642

自己搬入（家庭系） 106,957

59,100

（収　集） （中間処理）

可燃ごみ（直営収集） 焼却処理 焼却灰（セメント原料化）

116,770 許可業者収集

2,888

事業系ごみ

総収集量 41,400

不燃ごみ

1,200

自己搬入（事業系）

可燃粗大ごみ 埋立処分

3,700 1,490

190 190

指定法人

10,270

ペットボトル 圧縮梱包 （再資源化）

5,600

資源物

7,100

1,500

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 圧縮梱包 3,890

2,900 2,200 再資センター

水銀含有廃棄物 水銀処理

110 110

　

（水銀処理）

780

家電品

放流水

美化ごみ・災害廃棄物

290

別表２　し尿及び浄化槽汚泥処理実施計画量　（単位：kl）

計画処理人口 311,224

高知市が処分に係る
事務を受託する

し尿，浄化槽汚泥

嶺北広域行政事務組合

水洗処理 108,875 638,723

211,226

堆肥化（ｔ）

し尿収集 800

総発生量 浄化槽 陸上処理

116,800

（再利用）農業用水放流

自家処理 公共下水道 下水道処理 542,900


